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放射性同位元素等の適正な保管管理について

１ 近年、管理区域外に放置されていた放射性同位元素等が発見されるという

事例が相次いでいることから、本年７月２０日付け当省からの通知「放射性

同位元素に関する保管管理の徹底について」により、放射線障害防止法に係

る約２６００事業所（届出事業所を除く全事業所）に対して、放射性同位元

素等が適正に保管されているか、管理区域外において長年放置されている放

射性同位元素等がないかについて点検を行うよう指示した。

２ この点検の結果、１１事業者から１３件の報告があり、当省は、報告され

た事例を教訓として、事業者の取るべき対策をとりまとめ、点検を実施した

約２６００事業所に通知するとともに、放射線取扱主任者に対する講習会等

の機会を捉えて注意喚起を促していくこととしている。

３ 一方、上記点検以降においても、管理区域外で放射性同位元素等が発見さ

れるという事例が続いていることから、事業者におけるより効果的な点検方

法等について検討を進めているところ。

これまでの管理区域外で放射性同位元素等の発見事例を参考に、点検に当

たっての留意点等をとりまとめて事業者に提示し、確実な点検が行われるよ

う事業者を指導していきたい。



放射性同位元素等の保管管理の
徹底に関する通知に基づく点検結
果及び今後の対応について

平成１６年１１月２９日
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• 平成15年度以降、平成16年７月まで、管理区域外に放置さ
れていた放射性同位元素等が発見されるという事例が６件と
相次いだ。

• 管理下にない放射性同位元素等は、無用の被ばくを与える
結果となるだけでなく、米国同時多発テロ以降、テロ攻撃の
手段として放射性物質を使用する懸念があるため、国際的
にも放射線源の安全管理の一層の必要性が求められている。

放射性同位元素等の保管管理の徹底に関する通知の発出
について

背景
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・放射性同位元素等が適正に保管されているか改めて確認

・管理区域外の居室、実験室、倉庫等において長年放置されている放射性
同位元素等がないかどうか

点検の内容

　約2,600事業所（届出事業所を除く全事業所）に対し、「放
射性同位元素等に関する保管管理の徹底について」の通
知（平成16年７月20日付け）を行い、以下について、本年８
月末までに点検するよう依頼した。

このため、
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通知に基づく点検結果について

○報告件数：１１事業者から１３件
（内訳）
　管理区域外で放射性同位元素等が発見されたもの：５件
　事業所外で放射性同位元素等が発見されたもの：５件
　管理区域内で未登録の放射性同位元素等が発見されたもの：３件
○発見場所等での汚染検査の結果、汚染は認められなかった
○発見時の状況等から、放射線障害の生じるおそれはなかった
○発見された放射性同位元素等については、安全が確保されている

７月２０日付けの通知による点検に基づく、事業者からの報告の状況は以下の
とおり。

（参考）上記以外の最近の放射性同位元素の発見等の事例

・二村化学工業

・甲南大学

・東京大学

・理化学研究所



5

放射性同位元素の発見の事例の経緯について

①放射線障害防止法施行前（昭和32年）から所持していた物で、放射性
同位元素との認識がなかった

　　［金沢大学、山形大学］

②機器に校正用線源として装備されていたものを見落としていた

　　［松戸市立病院、北海道大学］

③研究者が組織内の手続等を守らずに持込み、持出しを行った

　　［帝京大学、筑波大学、琉球大学、農業生物資源研究所］

④放射性同位元素の受入・払出、放射性同位元素によって汚染された物
の管理等、事業者における安全管理が不適切であった

　　［大阪市立大学、富山医科薬科大学、筑波大学、静岡大学］
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放射性同位元素が発見されるに至った原因について

①過去からある物品に対する注意、管理が不十分であったこと

②管理下にある機器類について点検、確認が不十分であったこと

③事業者による放射線業務従事者等への教育訓練が不徹底であった
こと

④事業者の安全管理体制に不十分な点があったこと

→報告された事例は、発生原因が１０年以上前に生じているものが大
部分。

　現在では、放射性同位元素の購入・受入を放射線取扱主任者に一元
化する、一定期間毎に保管状況の確認を行う等、管理状況は改善され
てきている。

　特に、平成４年度以降は、年に１回、管理状況報告書の提出を求め
ており、事業者は各年度末における放射性同位元素の保管状況を確
認し、報告する義務があり、平成４年度以降の安全管理等に起因する
事例ほとんどない。
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今後の対応について

○各事業所において、安全管理体制を確立するとともに、

○個々人の管理に対する意識を高め、管理に係るルールを遵守する精神
　

　　を涵養することが必要

○国としても、それらの実現のために必要な仕組みを整備することが必要

　今回得られた教訓から、今後、管理されていない放射性同位
元素等が生じることのないようにするためには、

→このため、

①文部科学省においては、通知対象事業所に対し、文書にて今回得ら
れた管理体制に関する教訓を周知した。

②更に、全ての事業者に対して、講習会等の様々な機会を捉えて注意
喚起を促していく。

③今般の放射線障害防止法の改正において、定期確認制度の創設、
放射線取扱主任者の定期講習制度を創設し、事業者の安全管理体制
の確認や、放射線取扱主任者の資質の向上を図る。
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今後の対応の具体策について

　①文部科学省においては、通知対象事業所に対し、文書にて
今回得られた管理体制に関する教訓を周知した。

　・平成16年９月９日付け、文書により、今回得られた教訓を含
　　め、通知の対象とした約2,600の事業所に、以下の事項を
　　周知、徹底した。

　　－放射性同位元素の受入・払出体制の一元的な管理、手続
の明確化

　　－管理区域内外における未登録の放射性同位元素の定期的
な確認

　　－事業者内部における責任ある組織による監視体制の整備
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　②更に、全ての事業者に対して、講習会等の様々な機会を捉え
て注意喚起を促していく。

　

　・講習会等の実施（予定）１４回、約2,500名参加（次ﾍﾟｰｼﾞ参照）
　　（平成16年８月から平成17年２月、平成16年10月20日現在）
　

　・放射性同位元素の受入・払出等の安全管理体制、管理区域

　　内外での未登録の放射性同位元素等の定期的な確認等につ

　　いて、措置すべき内容について提示するなど、各事業所にお

　　いて定めている放射線障害予防規定に具体的に記載させるよ

　　う事業者の指導
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講習会等の実施（予定）について

講習会等 参加人数 場所 実施（予定）日

平成１６年度大学等における放射線安全管理研修 約250名 東京都 16年8月27日

会

放射線取扱主任者第１２回中国・四国支部主任者 約50名 広島県 16年10月15日

研修会

第25回国立大学法人等研究協力部課長会議 約200名 三重県 16年10月28日

平成１６年度主任者部会年次大会 約400名 岩手県 16年11月４日

放射線安全管理講習会 約1,500名

第193回 宮城県 16年11月28日

第194回 北海道 16年11月30日

第195回 東京都 16年12月３日

第196回 福岡県 16年12月10日

第197回 広島県 16年12月11日

第198回 愛知県 16年12月14日

第199回 大阪府 16年12月15日

第200回 東京都 16年12月21日

日本アイソトープ協会主任者部会中部支部研修会 約70名 愛知県 17年１月28日

中部原子力懇談会第40回RI・放射線利用促進セミ 約80名 愛知県 17年２月18日

ナー

計14回 計約2,550名



11

　③今般の放射線障害防止法の改正において、定期確認制度
の創設、放射線取扱主任者の定期講習制度を創設し、事
業者の安全管理体制の確認や、放射線取扱主任者の資
質の向上を図る。

　

　・定期確認制度の創設

　　施設面よりも、安全管理面に起因した事故の割合が高いことから、これま

　　での施設面に着目した施設検査に加え、被ばく管理、教育訓練の実施状

　　況等の安全管理面を定期的に確認注する定期確認制度を創設した。

　　　対象：一定以上の貯蔵能力を持つ使用者、放射線発生装置使用者、許

　　　　　　　可廃棄業者

　　　頻度：３年～５年に１回

　　　

　　注：安全管理面の確認は、国が実施する立入検査において不定期に実
施してきたところであるが、定型的に確認できる部分を、外部の登録機
関を活用し、定期的に確認することとした。

　　　　　国の立入検査は、事故が発生した事業所等、問題のある事業所に
対して重点的に実施する予定。
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　③（つづき）　

　・放射線取扱主任者の定期講習制度

　

　　　これまで放射線取扱主任者について、定期的な講習の義務はなく、技術

　　的能力の維持は自発的な研修のみ。事故等から得られた教訓に関する課

　　目を含む定期的な講習を義務づける定期講習制度を創設した。

　

　　　対象：事業所に選任された放射線取扱主任者

　　　頻度：３年に１回（検討中）
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④その他（立入検査の実施）

　・従来より、事故等の発生の有無と関わりなく、事業者の安全管理状況を

　　確認するため、随時、立入検査を実施してきている。

　・平成１６年９月以降、９９事業所に対し、立入検査を実施し、事業者

　　の安全管理状況を確認してきている。また、今後も、毎月30事業所

　　程度、　立入検査を実施し、事業者の安全管理状況を確認していく予定。

　・さらに、通知に基づく点検の結果、放射性同位元素等が発見された１１事

　　業所に対しても、上記に加えて９月中に立入検査を実施し、事業者の現

　　在の安全管理状況について問題のないことを確認した。

　　



放射線障害防止法対象施設における近年の事故事例

平成15年度及び16年度（平成16年11月26日まで）に発生した法令報告事故及びその他ト

ラブル等に関する概要、原因、対策については以下のとおり。

［ ］ （ ）法令報告 ＊放射性同位元素等の発見に係る事例ついては太枠 １１件中９件

原 因 事 業 者 の 対 策発生年月日 事 業 所 名 概 要

態 様

H15 . 4 . 1 7 北 海 道 大 学 工 学 研 究 科 集 積 電 子 材 料 高 放 置 さ れ て い ① 総 長 よ り 、 全 学 の

（ 判 明 ） 大 学 院 工 学 電 圧 実 験 室 （ 管 理 区 域 外 ） に た 鉛 ブ ロ ッ ク に 各 部 局 等 に 対 し て 、

研 究 科 お い て 、 ２ 個 の 線 源 容 器 が 鉛 囲 ま れ た 容 器 中 注 意 喚 起 、 自 主 点 検

（ 北 海 道 ） ブ ロ ッ ク 、 鉛 板 に 囲 ま れ て 保 に 放 射 性 物 質 が 及 び 安 全 管 理 の 徹 底

管 さ れ て い る こ と が 発 見 さ あ る と の 認 識 が を 通 知 。

そ の 他 れ 、 床 面 も 若 干 汚 染 が 確 認 さ な く 、 部 屋 の 隅 ② 講 習 会 に お い て 取

れ た 。 大 学 に よ る 聞 き 取 り 調 に 数 1 0年 放 置 さ 扱 者 に 対 し 、 指 導 、

査 及 び 分 析 の 結 果 、 昭 和 3 1年 れ て お り 、 物 品 注 意 喚 起 。

以 前 に 購 入 し た C o (針 1 1本 ) に 対 す る 注 意 、 ③ 取 扱 者 全 員 に 対 し60

と 昭 和 3 5年 頃 購 入 し た S r (板 管 理 が 不 十 分 で 面 談 し 、 再 発 防 止 に90

２ 枚 )等 で あ っ た 。 あ っ た 。 努 め る 。

H15 . 6 . 2 7 福 岡 県 立 柳 技 師 １ 名 の 平 成 1 4年 度 １ 年 当 該 技 師 が 放 ① 線 量 の 測 定 結 果 は

（ 判 明 ） 川 病 院 間 の 累 積 線 量 が 12 0 . 8 m S vで あ 射 線 障 害 防 止 法 直 ち に 手 渡 し で 行 う

（ 福 岡 県 ） り 、 法 令 で 定 め る 線 量 限 度 を 対 象 外 の Ｘ 線 装 と と も に 、 院 長 ま で

超 え て い た 。 そ の 際 、 ガ ラ ス 置 に よ る 診 断 回 覧 を 行 う 。 異 常 が

被 ば く バ ッ ジ の 測 定 結 果 に つ い て 、 目 的 の 撮 影 作 業 あ れ ば 、 放 射 線 管 理

管 理 者 も 数 値 を 確 認 せ ず 、 ま に 従 事 し た 際 の 委 員 会 で 検 討 を 行

た 、 本 人 に も 手 渡 し し て い な 被 ば く が 想 定 さ う 。

か っ た こ と か ら 、 事 業 者 が 法 れ た が 、 特 定 は ② ガ ラ ス バ ッ チ は 集

定 基 準 を 上 回 る 被 ば く を 把 握 で き な か っ た 。 中 管 理 と し 、 退 庁 時

す る の に １ ヶ 月 程 度 遅 れ た 。 に は 所 定 の 場 所 に 保

当 該 技 師 に つ い て は 、 血 液 管 し 、 技 師 長 が 毎 日

検 査 を 含 む 健 康 診 断 の 結 果 、 確 認 す る 。

異 常 は 認 め ら れ な か っ た 。 ③ 年 度 当 初 に 教 育 訓

練 を 行 い 、 再 発 防 止

に 努 め る 。

H15 . 7 . 4 東 京 理 科 大 生 命 科 学 研 究 所 大 型 機 器 室 RIの 購 入 記 録 ① 引 き 続 き 、 管 理 区、

（ 判 明 ） 学 生 命 科 学 ２ （ 管 理 区 域 外 ） の フ リ ー ザ 譲 渡 記 録 、 入 庫 域 及 び 貯 蔵 庫 へ の 立

研 究 所 ー を 廃 棄 し よ う と し た と こ 記 録 に 記 載 さ れ 入 の カ ー ド を 用 い た

（ 千 葉 県 ） ろ 、 中 か ら R I標 識 の あ る ア ン て い な い こ と か ｺﾝﾋ ﾟ ｭ ｰ ﾀ管 理 を 実 施

プ ル ４ 本 が 発 見 さ れ 、 フ リ ー ら 、 他 の 施 設 で ② 利 用 者 、 教 室 責 任

そ の 他 ザ ー 内 の 一 部 に も 若 干 の 汚 染 購 入 後 、 持 ち 込 者 に 対 す る 教 育 の 徹

を 確 認 。 線 源 は C9 . 2 5 M B q× 2 ま れ た と 思 わ 底14

本 ( 1本 開 封 済 )、 1 . 8 5 M B q× 2 れ 、 安 全 管 理 体 ③ 管 理 区 域 外 で の 定

本 で あ っ た 。 制 に 不 十 分 な 点 期 的 な チ ェ ッ ク 体 制

が あ っ た 。 の 整 備

H15 . 1 0 . 4 海 洋 科 学 技 北 太 平 洋 の 生 物 生 産 性 調 査 海 底 か ら 係 留 ① 係 留 系 チ ェ ー ン の

（ 判 明 ） 術 セ ン タ ー の た め 係 留 型 観 測 機 器 を カ ム し て い る チ ェ ー 設 計 変 更

む つ 研 究 所 チ ャ ッ カ 半 島 沖 に 設 置 し て お ン が 破 断 し た こ ② 信 号 機 の 設 計 変

（ 青 森 県 ） り 、 本 観 測 機 器 の 回 収 作 業 を と 及 び 海 上 に 浮 更 、 信 号 発 信 時 の 情

実 施 し た と こ ろ 、 研 究 機 器 中 か ん だ 際 に 信 号 報 連 絡 体 制 の 強 化

紛 失 の Ｃ （ 14 . 8 M B q） を 含 む 観 測 を 発 信 す る 通 信14

機 器 が 所 在 不 明 と な っ た 。 当 用 信 号 機 の 不 具

該 機 器 に は 、 通 信 用 機 器 が 配 合 が 重 な っ た た

備 さ れ て い た が 、 信 号 の 確 認 め 。

は 出 来 ず 、 現 在 ま で 回 収 さ れ

て い な い 。

岡 山 大 学 工 物 質 応 用 化 学 科 実 験 室 （ 管 ｽ ﾁ ｰ ﾙ ﾛ ｯ ｶ ｰの 最 下 ① 物 品 の 適 正 な 管H15. 1 0 . 3 0

（ 判 明 ） 学 部 理 区 域 外 ） の 整 理 中 に 鉛 製 容 段 に あ っ た 箱 の 理 、 特 に 退 職 時 の 物

（ 岡 山 県 ） 器 に 入 っ た ガ ス 泡 沫 密 度 計 に 更 に 奥 に 、 鉛 製 品 の 整 理 を 徹 底 す

装 備 し て 使 用 す る Am 1 . 1 1 G の 箱 が 放 置 さ れ る 。２４ １

そ の 他 Bqの 密 封 線 源 が 発 見 さ れ た 。 て お り 、 物 品 に ② 入 退 出 管 理 、 在 庫

同 測 定 器 は 物 品 管 理 簿 に よ 対 す る 注 意 、 管 管 理 の 徹 底 、 教 育 訓

る と 昭 和 42年 に 購 入 し 、 昭 和 理 が 不 十 分 で あ 練 の 一 層 の 充 実 強 化

61年 廃 棄 と さ れ て い た 。 っ た 。 を 行 う 。



原 因 事 業 者 の 対 策発生年月日 事 業 所 名 概 要

態 様

H16 . 4 . 2 6 富 山 医 科 薬 薬 学 部 研 究 棟 実 験 室 （ 管 理 昭 和 5 4年 頃 に 薬 ① RIの 購 入 に つ い

（ 判 明 ） 科 大 学 生 命 区 域 外 ） の 荷 物 の 整 理 中 に 未 学 部 が 富 山 大 学 て 、 主 任 者 及 び 施 設

科 学 実 験 セ 開 封 の 金 属 缶 に 入 っ た 標 識 化 か ら 本 学 へ 移 転 の 長 の 承 認 後 、 発 注

ン タ ー 合 物 （ H 3 7 G B q、 7 4 G B q、 C し た 際 に 譲 渡 手 す る と と も に 、 購 入
3 14

（ 富 山 県 ） 37M B q 3 . 7 M B q C l 1 . 1 1 M B q 続 が な さ れ て い 者 の 研 究 室 に 配 達 せ、 、 、36

0 . 7 4 M B q、 Z n 7 4 M B q） が ７ 缶 な か っ た と 推 定 ず 、 一 元 的 に 管 理 室
65

そ の 他 発 見 さ れ た 。 線 量 率 は 金 属 缶 さ れ た 。 で 受 け 取 る 。

の 表 面 で 最 大 0. 1 5μ S v / h程 度 ② 他 機 関 か ら R Iを 譲

(B. G .含 む )で あ っ た 。 受 す る 場 合 は 、 事 前

に 所 定 の 書 類 を 提 出

さ せ 、 譲 渡 す る 機 関

の 主 任 者 に つ い て そ

の 旨 、 通 知 す る 。

③ 受 入 体 制 、 受 入 手

続 に つ い て 、 教 育 訓

練 で 周 知 徹 底 を 図

る 。

H16 . 5 . 2 4 徳 島 大 学 医 臨 床 研 棟 第 2研 究 室 （ 管 理 帳 簿 に 記 載 さ れ ① 放 射 性 同 位 元 素 の

（ 判 明 ） 学 部 区 域 外 ） の 使 用 者 が 、 同 研 究 た R Iと 貯 蔵 室 に 使 用 は 、 セ ミ ナ ー を

（ 徳 島 県 ） 室 中 に " H o t " と 記 載 の あ る 空 あ る R Iを 定 期 的 受 講 し た 上 で 、 注 意

瓶 を 発 見 。 近 く に あ っ た 廃 液 に 照 合 し て い な 事 項 を 遵 守 し 、 R Iを

そ の 他 ビ ン 7本 を 含 め 確 認 し た と こ か っ た こ と 、 R I 持 ち 出 さ な い と の 誓

ろ 、 廃 液 ビ ン 4 本 に H が 含 ま を 管 理 区 域 外 に 約 書 を 提 出 し た 者 に
3

れ て い た 。 そ の 後 の 調 査 に よ 持 ち 出 し て 使 用 の み 許 可 す る 。

っ て 、 し て い た の は 、 ② 各 部 局 に お い て 、放 射 性 物 質 あ る い は

一 部 研 究 者 の モ R I管 理 、 危 険 物 の 管放 射 性 物 質 を 含 む 廃 液 が 入

ラ ル の 低 下 に よ 理 等 に つ い て 調 査 をっ て い る と み ら れ る ビ ン 等

る 。 行 う こ と を 義 務 づ け約 1 , 1 0 0 本 （ 核 種 は 、 ほ と ん

る 。ど が Hで 、 一 部 C及 び 両 者 を3 1 4

③ 毎 年 実 施 さ れ て い含 む も の が あ る 他 に リ ン P。 、32

る 学 内 R I施 設 の 主 任3 5S が ３ 本 ） が 発 見 さ れ た 。。

者 に よ る 査 察 項 目ま た 、 帳 簿 上 に 存 在 せ ず に

に 、 帳 簿 及 び 貯 蔵 室貯 蔵 室 に 保 管 さ れ て い た R I

内 の R Iの 照 合 の 実 施が 多 数 発 見 さ れ る と と も に 、

を 加 え る 。昭 和 5 1年 頃 か ら 平 成 9年 頃 ま

で 、 管 理 区 域 か ら ト リ チ ウ

ム 、 炭 素 1 4 等 の 放 射 性 同 位

元 素 を 持 ち 出 し て 管 理 区 域

外 で 使 用 し て い た こ と が 判

明 し た 。

H16 . 7 . 2 6 海 上 保 安 大 海 上 保 安 庁 か ら 放 射 性 物 質 法 令 に 関 す る 知 ① 放 射 線 管 理 状 況 報

（ 判 明 ） 学 校 の 管 理 に 関 す る 調 査 の 指 示 を 識 が 不 足 し て お 告 時 に 併 せ 、 不 要 な

（ 広 島 県 ） 受 け 、 調 査 を 行 っ た と こ ろ 、 り 、 物 品 に 対 す 放 射 性 物 質 が 皆 無 で

薬 品 庫 及 び X 線 室 ( 管 理 区 域 る 注 意 、 管 理 が あ る こ と を 確 認 す

そ の 他 外 )か ら 放 射 性 物 質 3 2件 （ 夜 不 十 分 で あ っ る 。

光 塗 料 R aが 含 ま れ る 希 釈 液 た 。 ② 関 係 職 員 に 指 導 を22 6

８ 件 、 表 面 に 夜 光 塗 料 の 表 示 徹 底 し 、 十 分 な 認 識

の あ る 大 型 の ガ ラ ス 瓶 １ 件 、 を 持 た せ る 。

校 正 用 密 封 線 源 16件 等 ） を 発

見 し た 。

H16 . 9 . 2 9 二 村 化 学 工 1 5年 以 上 使 用 さ れ て い な い 法 令 に 関 す る 知 ① 放 射 性 同 位 元 素 の

（ 判 明 ） 業 ㈱ 名 古 屋 倉 庫 で 、 荷 物 の 整 理 を し て い 識 が 不 足 し て お 移 動 が あ っ た 際 は 、

工 場 た と こ ろ 、 装 置 類 の 中 か ら 厚 り 、 適 正 な 廃 棄 そ の 都 度 、 帳 簿 へ の

（ 愛 知 県 ） さ 計 （ Kr、 1 . 8 5 G B q） 及 び 核 処 理 が 行 わ れ な 記 入 を 確 実 に 行 う 。85

種 不 明 な 密 封 線 源 １ 個 （ そ の か っ た こ と が 原 ② 毎 年 度 、 管 理 状 況

そ の 他 後 の 分 析 に よ り Sr、 55 . 5 M B q 因 で あ り 、 管 理 報 告 書 を 作 成 す る に90

と 判 明 ） が 発 見 さ れ た 。 下 に あ る 機 器 類 当 た っ て は 、 保 管 核

そ の 後 の 調 査 に お い て 、 線 に つ い て 点 検 、 種 、 数 量 を 現 物 と 照

源 １ 個 （ Sr、 5 5 . 5 M B q） が 発 確 認 が 不 十 分 で 合 し て 、 確 実 に 確 認90

見 さ れ た 。 あ っ た 。 す る 。

③ 受 入 ・ 払 出 等 に 関

す る 手 続 き 上 の 注 意

事 項 に つ い て 再 教 育

を 行 う 。



原 因 事 業 者 の 対 策発生年月日 事 業 所 名 概 要

態 様

東 京 大 学 医 研 究 者 が 東 研 究 棟 2階 の 通 昭 和 6 2年 当 時 、 ① 所 有 者 不 明 の 試 料H1 6 . 1 1 . 1 6

（ 判 明 ） 学 部 附 属 病 路 （ 管 理 区 域 外 ） に 設 置 さ れ 管 理 体 制 の 不 備 を 重 点 的 な 調 査 対 象

院 放 射 性 同 て い る 冷 凍 庫 内 の 整 理 を 行 っ に よ り 、 管 理 区 と し 、 方 法 を 十 分 検

位 元 素 共 同 て い た と こ ろ 「 H」 と 記 載 域 内 で 行 っ て い 討 し た 上 で 再 調 査 を、 ３

研 究 施 設 の あ る 遠 心 管 （ 容 量 約 1 5 m l） た リ ン パ 球 増 殖 実 施 す る 。

（ 東 京 都 ） 4本 が 発 見 さ れ た 。 分 析 の 結 実 験 の 際 に 当 該 ② 実 験 室 等 の 片 付 け

果 、 核 種 は ト リ チ ウ ム で 、 数 冷 凍 庫 に 保 管 さ に 当 た り 、 管 理 区 域

そ の 他 量 は 総 量 約 9 . 4 メ ガ ベ ク レ ル れ た も の と 推 定 外 も 含 め 、 所 有 者 不

で あ っ た 。 さ れ た 。 明 の 試 料 に 注 意 を 払

ま た 、 平 成 1 6年 う 。 ま た 、 人 事 異 動

7 月 2 0 日 付 け の に 際 し て 不 要 な 放 射

当 省 か ら の 指 示 性 同 位 元 素 等 を 残 さ

に よ る 調 査 に お な い よ う 指 導 す る 。

い て は 、 当 該 冷 ③ 貯 蔵 施 設 と な っ て

凍 庫 に つ い て も い な い 使 用 室 内 の 冷

調 査 を 行 っ た 凍 庫 、 冷 蔵 庫 等 に 貯

が 、 使 用 者 不 明 蔵 し な い よ う 徹 底 す

の 試 料 に つ い て る と と も に 、 放 射 線

の 調 査 が 十 分 で 安 全 管 理 室 長 が 冷 凍

な か っ た こ と 、 庫 、 冷 蔵 庫 等 の 内 部

凍 結 し て 開 か な を 随 時 点 検 す る 。

い 引 き 出 し 内 に

あ っ た こ と 等 か

ら 発 見 で き な か

っ た と し て い

る 。

理 化 学 研 究 研 究 者 が 研 究 本 館 4階 4 1 1号 室 筑 波 研 究 所 か ら 今 後 の 調 査 結 果 を 踏H16. 1 1 . 2 5

（ 判 明 ） 所 （ 管 理 区 域 外 ） に 設 置 さ れ て 持 ち 込 ま れ た も ま え て 対 策 を 検 討

（ 埼 玉 県 ） い る 冷 凍 庫 内 の 整 理 を 行 っ て の と 推 定 さ れ る し 、 当 省 に 報 告 す る

そ の 他 い た と こ ろ 、 放 射 性 物 質 と 疑 た め 、 理 化 学 研 よ う 求 め て い る 。

わ れ る 容 器 9個 ラ ベ ル か ら 究 所 に お い て 、（ 、

核 種 は C-1 4 S - 3 5及 び P-3 2で 筑 波 研 究 所 も 含、 、

う ち 、 数 量 1 . 8 5メ ガ ベ ク レ ル め 引 き 続 き 詳 細

／ 本 の C - 1 4を 含 む ） が 発 見 さ な 調 査 を 行 う こ

れ た 。 と と し て い る 。

翌 日 の 点 検 で 、 同 室 の 戸 棚 か

ら I- 1 2 5入 り の 容 器 4個 （ 半 減

期 が 短 い こ と か ら 既 に 放 射 能

を 有 し て い な い ） が 発 見 さ れ

た 。



［その他トラブル等］ ＊放射性同位元素等の発見に係る事例ついては太枠

原 因 事 業 者 の 対 策発生年月日 事 業 所 名 概 要

態 様

H16 . 2 . 2 1 み ず た み 医 同 院 の 院 長 が X線 撮 影 時 に こ の 線 源 を 購 （ 発 見 さ れ た も の に

（ 判 明 ） 院 着 用 し て い た 、 個 人 被 ば く 線 入 し 、 使 用 し て つ い て は 、 専 門 機 関

（ 熊 本 県 ） 量 計 の 測 定 結 果 に 異 常 値 （ 測 い た と 思 わ れ る に よ る 回 収 を 行 っ

定 エ ラ ー が 検 出 さ れ た た め 当 時 の 院 長 が 既 た ）） 、 。

そ の 他 測 定 業 者 が 調 査 を し た 。 に 死 去 し て い る

（ R I法 対 象 そ の 結 果 、 院 長 控 室 の 机 の た め 、 い つ の 時

事 業 所 外 ） 中 に 、 小 型 の 鉛 容 器 の 中 に 点 か ら 、 ど の よ22 6

R a 線 源 の 針 ４ 本 が 発 見 さ れ う な 経 緯 で 保 管

た 。 さ れ て い た か は

不 明 で あ っ た 。

H16 . 8 . 2 0 （ 株 ） モ リ 荷 物 の 整 理 を 実 施 し て い た 同 社 で は 、 こ （ 発 見 さ れ た も の に

（ 判 明 ） リ カ と こ ろ 、 鉛 の 容 器 中 に 放 射 性 れ ま で 放 射 性 同 つ い て は 、 専 門 機 関

神 奈 川 県 物 質 と 思 わ れ る 銀 ペ ー ス ト 入 位 元 素 の 使 用 実 に よ る 回 収 を 行 っ（ ）

り の ﾋﾞﾝが 発 見 さ れ た 。 績 が な く 、 発 見 た ）。

そ の 他 専 門 機 関 に よ る 測 定 の 結 さ れ た も の の 由

（ R I法 対 象 果 、 核 種 は R aで 、 数 量 は 約 来 に つ い て は 不22 6

事 業 所 外 ） 80k B qで あ っ た 。 明 で あ っ た 。

H16 . 1 0 . 5 甲 南 大 学 理 工 学 部 に お い て 、 不 適 切 ① 放 射 線 業 務 従 ・ 教 育 訓 練 プ ロ グ ラ

（ 判 明 ） （ 兵 庫 県 ） な 安 全 管 理 が な さ れ て い る と 事 者 と し て の 自 ム を 実 効 性 の あ る 内

の 情 報 提 供 を 受 け 、 立 入 検 査 覚 不 足 、 気 の 緩 容 に 改 め る と と も

を 実 施 し た 。 み に 、 放 射 線 業 務 従 事

そ の 結 果 、 平 成 ９ 年 か ら 平 ② 放 射 線 管 理 委 者 が 教 育 訓 練 を 通 じ

不 適 切 な 安 成 1 6年 ７ 月 ま で 、 許 可 を 受 け 員 会 の 管 理 体 制 て 知 識 と 自 覚 を も っ

全 管 理 て い る 室 以 外 の 研 究 室 に お い の 不 備 た こ と を 確 認 す る テ

て 放 射 線 業 務 従 事 者 １ 名 が ③ 放 射 性 同 位 元 ス ト を 定 期 的 に 実 施、 、

少 量 （ 多 め に 見 積 も っ て も 1 素 取 扱 施 設 の 設 す る 。

日 ３ ７ ｋ B q） の Hの 使 用 及 び 備 上 の 問 題 （ 放 ・ 法 令 遵 守 に 関 す る
3

保 管 を 行 っ て い た こ と が 確 認 射 性 同 位 元 素 取 さ ま ざ ま な 意 見 や 指

さ れ た 。 扱 施 設 へ の 出 入 摘 を 受 け 止 め る た

な お 、 使 用 さ れ て い た 核 種 り の 確 認 の 手 段 め 、 メ ー ル 、 郵 便 及

が Hで あ り 、 使 用 数 量 は 微 量 が 立 入 記 録 以 外 び 投 書 箱 に よ る 通 報3

で あ っ た こ と 、 汚 染 は 検 出 さ に な か っ た ） を 受 け 付 け る コ ン プ

れ な か っ た こ と か ら 、 放 射 線 ラ イ ア ン ス ・ シ ス テ

障 害 の お そ れ は な く 、 環 境 へ ム を 構 築 し て 違 反 行

の 影 響 も な い 。 為 の 報 告 体 制 を 整 え

る 。

・ 放 射 性 同 位 元 素 の

発 注 は 、 す べ て 放 射

性 取 扱 主 任 者 が 行

い 、 搬 入 先 も 主 任 者

と す る 。

・ 改 善 策 の 実 効 性 を

担 保 す る た め 、 放 射

線 管 理 委 員 会 は 定 期

的 （ ３ ヶ 月 に １ 回 程

度 ） に 点 検 報 告 書 を

取 り ま と め て 安 全 管

理 防 災 担 当 副 学 長 に

提 出 す る 。

・ 点 検 報 告 書 は ホ ー

ム ペ ー ジ 等 で 公 表 す

る 。

・ 放 射 性 同 位 元 素 取

扱 施 設 出 入 り 口 に ID

カ ー ド 管 理 を 導 入

し 、 さ ら に 監 視 カ メ

ラ 設 置 に よ り 、 無 断

持 ち 出 し の 防 止 を 図

る 。

等

＊７月２０日付け通知に基づく点検の結果、発見された放射性同位元素の事例を除く


